
イ
ベ
ン
ト

ス
ポ
ー
ツ

講　
座

募　
集

保　
健

福
祉
・
医
療

保
険
・
年
金

相　
談

お
知
ら
せ

相　
談

福
祉
・
医
療

保
険
・
年
金

７
月
１
日（
月
）午
前
10
時
／
シ
ー
モ
ー

ル
下
関
玄
関
前（
竹
崎
町
四
丁
目
）　
▽

豊
浦
町
推
進
大
会
＝
７
月
６
日（
土
）午

前
10
時
／
川
棚
公
民
館　
▽
豊
北
町
推

進
大
会
＝
７
月
７
日（
日
）午
後
１
時
30

分
／
豊
北
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー　
▽
豊

田
町
推
進
大
会
＝
７
月
13
日（
土
）午
後

１
時
30
分
／
豊
田
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

�
福
祉
政
策
課（
☎
231−
１
４
１
８
）、
各

総
合
支
所
市
民
生
活
課　

▽
菊
川（
☎

287−

４
０
０
６
）　
▽
豊
田（
☎
766−

２
９

４
７
）　
▽
豊
浦（
☎
772−

４
０
２
０
）　

▽
豊
北（
☎
782−

１
９
２
３
）

地
域
福
祉
推
進
大
会

�
７
月
24
日（
水
）午
後
１
時　
�
市
民

会
館　
�
社
会
福
祉
事
業
功
労
者
の
表

彰
、
講
演
な
ど

�
福
祉
政
策
課（
☎
231−

１
４
１
８
）

乳
幼
児
医
療
費
受
給
者
証
の
更
新
を

　
乳
幼
児
医
療
費
受
給
者
証
は
、
７
月

31
日（
水
）で
有
効
期
間
が
満
了
と
な
り

ま
す
。
引
き
続
き
医
療
費
の
助
成
を
受

け
る
に
は
、
更
新
手
続
き
が
必
要
で
す
。

�
義
務
教
育
就
学
前
児　
�
▽
所
得
制

限
＝
乳
幼
児
の
父
母
の
平
成
25
年
度
市

町
村
民
税
所
得
割
額（
税
額
控
除
前
）の

合
計
が
13
万
６
７
０
０
円
以
下　
※
３

歳
未
満（
３
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
る
月
の

月
末
ま
で
）の
乳
幼
児
で
所
得
制
限
を
超

え
て
い
る
場
合
、
市
独
自
の
制
度
で
助

成　
�
乳
幼
児
の
健
康
保
険
証
、
印
鑑
、

平
成
25
年
１
月
２
日
以
降
転
入
の
方
は

平
成
25
年
度
市
町
村
民
税
の
税
額
の
分

福
祉・医
療

児
童
手
当
の
現
況
届
は
お
済
み
で
す
か

　
児
童
手
当
を
受
け
て
い
て
現
況
届
を

提
出
し
て
い
な
い
方
は
、
至
急
手
続
き

を
。
手
続
き
を
し
な
け
れ
ば
、
手
当
て

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

平
成
25
年
６
月
分
か
ら
認
定
の
方
は
、

手
続
き
不
要
で
す
。

�
こ
ど
も
家
庭
課
、
各
総
合
支
所
市
民

生
活
課
、
各
支
所
へ
。
公
務
員
は
原
則
、

勤
務
先
で

�
こ
ど
も
家
庭
課（
☎
231−
１
９
２
８
）

ひ
と
り
親（
母
子
・
父
子
）家
庭
等

医
療
費
受
給
者
証
の
更
新
を

�
①
市
民
税
所
得
割
非
課
税
世
帯
＝
18

歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
３
月
31

日
ま
で
の
間
に
あ
る
児
童
を
扶
養
し
て

い
る
父
・
母
・
養
育
者
と
児
童　
②
児

童
扶
養
手
当
受
給
者
と
同
様
の
所
得
水

準
の
世
帯
＝
小
学
校
卒
業
ま
で
の
児
童

の
み　
③
所
得
制
限
な
し
＝
義
務
教
育

就
学
前
児
の
み　
�
７
月
１
日
～
31
日

�
健
康
保
険
証
、
印
鑑
、
ひ
と
り
親
家

庭
を
証
明
す
る
物（
児
童
扶
養
手
当
証
書
、

民
生
委
員
の
証
明
な
ど
）、
平
成
25
年
１

月
２
日
以
降
転
入
の
方
は
平
成
25
年
度

所
得
課
税
証
明
書（
転
入
家
族
全
員
分
）

�
こ
ど
も
家
庭
課
、
各
総
合
支
所
市
民

生
活
課
、
各
支
所
へ
。

�
こ
ど
も
家
庭
課（
☎
231−

１
９
２
８
）

７
月
は「
社
会
を
明
る
く
す
る

運
動
強
調
月
間
」

　
「
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
」は
、
全

て
の
国
民
が
、
犯
罪
や
非
行
の
防
止
と

罪
を
犯
し
た
人
た
ち
の
更
生
に
つ
い
て

理
解
を
深
め
、
犯
罪
や
非
行
の
な
い
地

域
社
会
を
築
こ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

�
�
▽
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
セ
レ
モ
ニ
ー
＝

施 設 名 住　所 連 絡 先
障害者生活
支援センター

貴船町
三丁目

☎228-3211
224-2302

こども発達
センター 幡生本町 ☎233-9850

233-9851

支援センター
ひえだ 稗田中町 ☎251-6161

251-6177

なごみの里相談
支援センター

大字蒲生
野

☎262-2111
262-2115

菊川障害者
生活支援センター

菊川町大
字下岡枝

☎287-2877
287-1270

支援センター
一歩社

豊浦町大
字吉永

☎775-4171
775-4172

はまゆう園
相談室

豊北町大
字滝部

☎782-1683
782-1520

　障害者支援課、各総合支所市民生活課
の他、市内７カ所に障害福祉サービス相
談窓口を設置しています。
　障害者支援課

（☎231-1920　　222-3180）

介
護
保
険
課
か
ら
の

お
知
ら
せ

●
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
申
請　

　
１
カ
月
に
支
払
っ
た
介
護
サ
ー
ビ

ス
費
の
１
割
負
担
の
合
計
額
が
一
定

の
上
限
額
を
超
え
た
場
合
、
超
え
た

額
が
申
請
に
よ
り
払
い
戻
さ
れ
ま
す
。

�
介
護
保
険
被
保
険
者
証
、
印
鑑
、

本
人
名
義
の
預
金
口
座
の
分
か
る
物

●
介
護
保
険
負
担
限
度
額
認
定
の
申
請

　
市
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
が
施
設

サ
ー
ビ
ス
な
ど
を
利
用
す
る
場
合
、

食
費
や
居
住
費
の
利
用
者
負
担
が
減

額
さ
れ
ま
す
。
※
負
担
限
度
額
認
定

証
の
有
効
期
限
は
６
月
30
日（
日
）。

更
新
申
請
は
７
月
１
日（
月
）か
ら

�
介
護
保
険
被
保
険
者
証
、
旧
介
護

保
険
負
担
限
度
額
認
定
証（
更
新
の
み
）

●
社
会
福
祉
法
人
な
ど
に
よ
る
利
用

者
負
担
軽
減
の
申
請

　
社
会
福
祉
法
人
な
ど
の
介
護
サ
ー

ビ
ス
費
の
利
用
者
負
担
額
、
食
費
・

居
住
費
が
申
請
に
よ
り
軽
減
さ
れ
ま
す
。

�
市
民
税
非
課
税
世
帯
で
次
の
要
件

を
全
て
満
た
す
方
か
、
生
活
保
護
受

給
者　
①
年
間
収
入
が
150
万
円
以
下

②
預
貯
金
の
額
が
350
万
円
以
下（
①
②

と
も
に
世
帯
員
の
加
算
あ
り
）　
③
日

常
生
活
に
供
す
る
資
産
以
外
に
活
用

で
き
る
資
産
が
な
い　
④
負
担
能
力

の
あ
る
親
族
な
ど
に
扶
養
さ
れ
て
い

な
い　
⑤
介
護
保
険
料
を
滞
納
し
て

い
な
い　
�
介
護
保
険
被
保
険
者
証
、

印
鑑
、
世
帯
全
員
分
の
収
入
・
預
貯
金

な
ど
が
確
認
で
き
る
物（
預
貯
金
通
帳
、

年
金
振
込
通
知
書
な
ど
。
写
し
も
可
）

●
住
宅
改
修
は
事
前
申
請
が
必
要

　
介
護
保
険
に
よ
る
住
宅
改
修
費
の
支

給
を
受
け
る
た
め
に
は
、
工
事
着
工
前

の
事
前
申
請
が
必
要
で
す
。
介
護
支
援

専
門
員
な
ど
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

�
介
護
保
険
課
、
各
総
合
支
所
市
民
生

活
課
、各
支
所（
住
宅
改
修
は
除
く
）へ
。

�
介
護
保
険
課（
☎
231−

１
１
３
９
）

●
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
を
希
望

す
る
方
は
認
定
申
請
を

�
昭
和
23
年
８
月
１
日
以
前
に
生
ま
れ
、

市
内
に
住
所
が
あ
り
、
日
常
生
活
に
介

護
が
必
要
な
た
め
介
護
保
険
の
サ
ー
ビ

ス
を
希
望
す
る
方　
�
介
護
保
険
被
保

険
者
証　
�
介
護
保
険
課
、
各
総
合
支

所
市
民
生
活
課
、
本
庁
の
各
支
所
へ
。

●
介
護
支
援
専
門
員
実
務
研
修
受
講
試
験

�
10
月
13
日（
日
）午
前
10
時　
�
山
口

大
学（
山
口
市
吉
田
）　
�
８
０
０
０
円

�
７
月
19
日（
金
）ま
で
。
受
験
案
内
は

介
護
保
険
課
、
各
総
合
支
所
市
民
生
活

課
、
各
支
所
で
配
布
。
※
郵
送
請
求
の

場
合
、｢

介
護
支
援
専
門
員
受
験
案
内
請

求
」と
朱
書
き
し
、
240
円
分
の
切
手
を

貼
っ
た
返
信
用
封
筒（
縦
32
㌢
×
横
23
㌢

以
上
で
返
送
先
の
住
所
・
氏
名
を
記
入
）

を
同
封
し
、
山
口
県
長
寿
社
会
課（
〒

753−

８
５
０
１
山
口
市
滝
町
１
番
１
号

☎
083−

933−

２
７
７
４
）へ
。

�
介
護
保
険
課（
☎
231−

３
１
８
４
）

●障害福祉サービス相談窓口●
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